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本⽇ご議論頂きたいこと（防災教育・周知啓発）
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論点（案）

● 防災意識・地域防災⼒の抜本的・⾶躍的向上のために防災庁が担うべき役割

 実践的な防災教育・意識啓発の推進⽅策・体制
（関係省庁の連携、メディアとの連携、デジタル活⽤ 等）

 地域における防災啓発・防災教育等を担う⼈材育成（⾏政、地域社会、学校の関わり⽅ 等）

 過去の災害における課題や教訓の伝承（被害の記録・保存、語り部 等）

● ⾃然災害に対して、まずは、事前の対策により、起き得る被害の防⽌・軽減を最⼤限図ることが重要。
● そのため、施設・設備の耐震化などの対策を最⼤限進めるとともに、国⺠⼀⼈⼀⼈が災害を⾃分事
と認識し、災害時には率先して避難し、余⼒があれば周囲の⼈を助ける主体的な⾏動をとることにより、
命を守り抜くことが重要。
● 南海トラフ巨⼤地震等の⼤規模災害に備えるためには、今以上に、国⺠の防災意識や地域防災⼒
を抜本的・⾶躍的に向上させる必要がある。

背景



防災教育・周知啓発ＷＧ（防災教育チーム）提⾔内容（R3.5）

・全ての⼩・中学校で、地域の災害リスクや正常性バイアス等の必
要な知識を教える実践的な防災教育や避難訓練を実施

・全国の⼩・中学校における定期的な防災教育の実施内容を調査、
公表

・現職教員に加え教職課程の学⽣にも防災教育の指導法を教授

・地域特有の防災課題に応じた避難訓練を実施する⼩・
中学校は３割未満。避難訓練内容の形骸化も⾒られる

・正常性バイアス等の必要な防災知識が教えられている
のか、教育内容の詳細を確認できていない

・義務教育を終えた時に全ての⽣徒が災害から⽣命を守
る能⼒を⾝に付けている保証は何らない

・⼦どもの成⻑に重要な⾮認知能⼒※の育成に効果的な防災
教育が⼗分に認識されていない

・⼤⼈になるほど、正常性バイアス等により防災意識が低下

防災教育を第３次学校安全推進計画の柱に位置付け
〜全ての⼦どもが災害から⽣命を守る能⼒を⾝に付けられる防災教育の全国展開〜

・学校では防災教育に⼗分な時間・⼈材を充てられない

・防災教育への保護者の関⼼が⾼く、⽐較的柔軟な現場
対応が可能な幼保段階の防災教育の充実が求められる

・防災教育に当たり、地域と学校の⼀層の連携が必要

・地域と学校が連携した防災教育を⽀援する防災教育コーディネー
ター（仮称）を育成

※コミュニティ・スクールや地域学校協働活動などの学校と地域の連携・協働体制の仕組みの活⽤等

・幼保の段階から⼩、中、⾼とシームレスな防災教育を実施

さらに
・主体的・内発的に避難する態度、他⼈を思いやる態度を育てる

⇒ ⾮認知能⼒、⽣きる⼒を育成
・地域住⺠の防災活動、地域の⾃然の恵み・災いを教える

⇒ 郷⼟愛、地域を担う意識を育成
・⼦どもと共に地域の⼤⼈が防災を学ぶ

⇒ ⼤⼈が⼼を動かされ、主体的に⽣命を守る防災意識を涵養

※「非認知能力」
意欲、協調性、粘り強さ、忍耐力、計画性、自制心、創造性、コミュニケー

ション能力といった、測定できない個人の特性による能力。学力（認知能力）と
対照して用いられる。

〇全ての⼦どもたちが災害時に⾃らの⽣命を守ることができる
（例︓⾃分が主⼈公の発災シナリオを作成する「防災⼩説」の

取り組みを通じ、災害を⾃分事化）
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防災教育・周知啓発ＷＧ（防災教育チーム）提⾔内容（R3.5） 詳細概要
防災教育の実情・課題

今後実現を目指す防災教育

今後目指す防災教育を実現するための方法

防災教育の幅広い効果

〇 全国の概ね全ての⼩・中学校で防災訓練が実施されているが、地域特有の防災課題に応じた訓練は３割未満であり、実施内容の定型化・形骸化が⾒られる。
〇 防災教育に⼗分な時間や⼈材を充てられない状況や、教員の防災教育に関する資質能⼒等により教育内容に差が⽣じてしまう状況が⾒られる。
〇 全国の⼩・中学校において、地域の災害リスクや正常性バイアス等の防災知識の教授、実践的な避難訓練などが実施されているか実態を確認できていない状況。
〇 保護者の関⼼が⾼く、⽐較的柔軟な現場対応が可能な幼保段階の防災教育の充実、幼稚園・保育園、⼩学校、中学校の間のシームレスな防災教育体系が求められる。

義務教育を終えたときに全ての⽣徒が災害から⽣命を守る能⼒を⾝に付けている保証は何らない。

〇 全ての小・中学校での実践的な防災教育・避難訓練の実施
災害から生命を守るために必要な知識の教授、校外でも一人でも災害の危険から
確実に逃げられるようにする実践的な防災教育や避難訓練の実施。
〇 ⽣命を守ることを最重視した実践的な避難訓練地震ショート訓練（瞬時に⾝の安
全を守る）と写真から危険を探す授業等。
〇 想定外に対応できるようにする避難訓練
ルーチンな訓練でなく、具体的な問題意識を持った多様な訓練、失敗する訓練が必要。
「まさか」を発⾒すること、想定外への柔軟な対応⼒重要。
〇 災害の⾃分事化（１つの有効な⽅法としての「防災⼩説」の取り組み等）
防災⼩説などの実施や「防災ノート（仮称）」の活⽤。

〇 主体的、内発的に避難する態度の育成（⾃分が助かる防災教育）
国⺠が「正常性バイアス」を知識として認識するとともに、⼤切な他⼈に対する「愛他性」を
基礎とした「⼼配性バイアス」を活⽤した、主体的で内発的な避難意識を持って避難⾏動
をとる態度を⾝に付けることができる防災教育の推進。
〇 ⼈への思いやりの⼼の育成（⼈を助ける防災教育）
まずは⾃らの⽣命を守ることが最重要であるが、地域の中で助け合い、皆で⽣命を守ってい
くことができるようにすることも⼤切な⽬的。
〇 防災情報
災害時に正しい情報を取捨選択するための教育。
〇 災害ボランティア活動
災害ボランティア活動の基礎的な知識の教授や災害ボランティア活動への参加。

〇 全ての⼩・中学校で⾏われる防災教育・避難訓練の⾒える化
防災教育・避難訓練の実施状況について、定期的に調査を実施。その結果を公表、
地域の取り組みの濃淡を⾒える化。
〇 教科等横断的なカリキュラム編成
クロスカリキュラム（防災教育と各教科とを教科等横断的に教育課程を編成すること）
により学校教育全体で取り組む。
〇 防災教育の⼿引き・教材
今後⽬指す防災教育についての教員向け及び教職課程向けの⼿引き、各種災害につ
いてインパクトの強い教材などが必要。
〇 探究的な学び
⼦どもたち同⼠の意⾒の交換、気付き合いという横の学習関係の推進。

〇 ⾃らそして周囲の⼈の⽣命を守ることができるようになることは防災教育の最も重要な効果。
〇 ⼈間⼒や⽣きる⼒といった⾮認知能⼒を育てるのに最適な⼿段。また、⾮認知能⼒の⾼まりが認知能⼒の向上にも好影響を与えることを実感している学校現場もある。
〇 郷⼟愛や、⾃らの⽣命とともに地域の⾃然・⼈々を守り、地域を担う意識を育み、将来、地域にとどまって地域を⽀えていく⼈材を育てる効果。
〇 ⼦どもたちとともに地域の⼤⼈たちが防災を学び、避難訓練に取り組む等により、⼤⼈たちが⼼を動かされ、主体的に⽣命を守る防災意識を涵養するという効果。

〇 防災教育を⾏う教員が備えるべき資質
防災知識、市町村や地域との繋がり、⼦どもの共感を得るコミュニケーション⼒。
〇 地域と学校が連携した防災教育
地域と学校が連携して防災教育や避難訓練⾏うため、地域と学校の間に⼊り、継続的に
両者の活動を⽀援する⼈材（防災教育コーディネーター）の育成が重要。
〇 未就学児からの防災教育
幼稚園・保育園で⾏うべき防災教育の内容などに関する⼿引きが必要。
〇 幼・保の段階から⼩、中、⾼とシームレスな防災教育

防災教育の⼿引きを幼稚園・保育園から中学⽣くらいまでは体系化、標準化。
〇 デジタル技術を活⽤した防災教育

デジタル技術を活⽤した防災教育について検討することが必要。
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防災教育・周知啓発ＷＧ（防災教育チーム）提⾔に対する取組状況

4

取組状況主な提⾔内容
○ 「第３次学校安全の推進に関する計画」（R4.3）の
柱に防災教育を位置付けるとともに、指標を設定して定
期的に実施状況を調査・公表。

○ 教員向けの「実践的な防災教育の⼿引き」の作成・公
開（⼩学校編（R5.3）、中学校・⾼等学校編
（R6.3）、特別⽀援教育編（R7上半期公表予
定））、国の職員による出前講座等により、実践的な防
災教育・避難訓練を順次実施。

○ 各学校において、学習指導要領に基づき、教科等横
断的に防災教育を実施。

○ 乳幼児向けの防災教育の事例集を作成するとともに、
保育者向け研修等を実施。

○ 全ての⼩・中学校で、地域の災害リスクや正常性バイ
アス等の必要な知識を教える実践的な防災教育や避
難訓練を実施

○ 全国の⼩・中学校における定期的な防災教育の実
施内容を調査、公表

○ 幼保の段階から⼩、中、⾼とシームレスな防災教育
を実施

○ 現職教職員と教職員を⽬指す学⽣等を対象とした学
校安全e-ラーニング教材を公開。⼤学における学校安全
に関する講義の教材や、教職員を⽬指す学⽣の⾃⼰学
習教材として活⽤可能。

○ 現職教員に加え教職課程の学⽣にも防災教育の指
導法を教授

○ 地域と学校が連携して防災教育を実施している先進
取組事例を⼿引きとしてとりまとめ（R5.6）、地域防災
教育コーディネーターの育成を促進。

○ 地域と学校が連携した防災教育を⽀援する防災教
育コーディネーター（仮称）を育成

※コミュニティ・スクールや地域学校協働活動などの学校と地域の連携・協働
体制の仕組みの活⽤等



第3次学校安全の推進に関する計画（抜粋）
●学校安全の推進に関する計画：各学校における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、国が策定する計画
（学校保健安全法第3条第2項）
●「第３次学校安全の推進に関する計画の策定について（令和４年２月７日中央教育審議会答申）」を踏まえ、令和４年３月
２５日（金）に閣議決定（計画期間：令和4年度から令和8年度までの５年間）

Ⅰ 総論

○学校安全計画・危機管理マニュアルを見直すサイクルを構築し、学校安全の実効性を高める
○地域の多様な主体と密接に連携・協働し、子供の視点を加えた安全対策を推進する
○全ての学校における実践的・実効的な安全教育を推進する
○地域の災害リスクを踏まえた実践的な防災教育・訓練を実施する
○事故情報や学校の取組状況などデータを活用し学校安全を「見える化」する
○学校安全に関する意識の向上を図る（学校における安全文化の醸成）

施策の基本的な⽅向性

⽬指す姿
○全ての児童生徒等が、自ら適切に判断し、主体的に行動できるよう、安全に関する資質・能力を身に付けること
○学校管理下における児童生徒等の死亡事故の発生件数について限りなくゼロにすること
○学校管理下における児童生徒等の負傷・疾病の発生率について、障害や重度の負傷を伴う事故を中心に減少させること

５つの推進方策を設定し、学校安全に関する具体的な取組の推進と学校安全に関する社会全体の意識の向上を
図る

１．学校安全に関する
組織的取組の推進

２．家庭、地域、関係機関等との
連携・協働による学校安全の推進

３．学校における
安全に関する教育の充実

４．学校における
安全管理の取組の充実

５．学校安全の推進⽅策に関する横断的な事項等

Ⅱ 推進⽅策

様々なリスクを想定した危機管理マ
ニュアルの作成・⾒直し 等

実践的な防災教育の充実、関係機関
（消防団等）との連携の強化等

学校施設の⽼朽化対策、⾮構造部材の
耐震対策、防災機能の整備の推進等

学校と地域との連携・協働の仕組みを活
⽤した学校安全の取組の推進 等
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実践的な防災教育の推進

ねらい

評価

展開例 準備物等 6

○地震・津波・⽕⼭・⼤⾬・⻯巻等、様々な⾃然現象に対応した実践的な防
災教育の事例を多数紹介。
○停電、負傷者等への対応を想定した訓練や、登下校中、給⾷配膳中、休
憩時間中等を想定した訓練など、実践的な避難訓練の事例を紹介。
○事前、訓練、振り返りの３ステップで実施する防災教育
プログラムを紹介。
○学校現場で使いやすいように、ねらいや展開例等を明⽰。
○防災⼩説の実践⽅法も紹介。
○発達段階に応じた防災教育を意識して作成しており、
令和４年度は⼩学校編、令和５年度は中学校・
⾼等学校編を作成し、学校安全ポータルサイトにて公開。
特別⽀援教育編は令和7年度上半期の公開に向けて
調整中。

実践的な防災教育の⼿引き（⽂部科学省） 防災教育の推進に向けた各種⽀援（国⼟交通省）
○国⼟交通省では、洪⽔氾濫、⼟砂災害等のハザードに関する専⾨的知⾒
を活かし、学校等の防災教育を⽀援。
○地⽅整備局等の職員が災害リスク情報の専⾨家ではない教職員の防災
教育をサポート。

 ⽔災害リスクを正しく認識してもらう⼊り⼝として、まずは河川に関⼼を持ってもらう
ために地⽅整備局等の職員が中⼼となって市⺠を対象とした講座や地域のイベ
ント等を実施。

【取組例】
 流域の特性等を踏まえた実践的な防災教育が⾏えるよう、地域の現場事務所
が災害リスク情報に関する授業等をサポート。

地域の洪⽔氾濫、⼟砂災害等の危険性の学習を⽀援

⽔⽣⽣物調査や⽔質調査を通じた
河川環境学習

ライフジャケット着⽤体験等の
河川安全利⽤講習の取組



○「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針」、「幼保連携型認定こ
ども園教育・保育要領」において、『危険な場所、災害時などの⾏
動の仕⽅が分かり、安全に気を付けて⾏動する』等防災に関する
取組推進に関する事項を位置づけるとともに、これらを踏まえ各現
場において取組を実践。

災害に対する幼保時代からの備えの取組

7

○災害時に起こりうる様々な場⾯を想定し、災害⽤トイレの利⽤、
炊き出しなど保育所等において実践的な訓練を実施

○こども家庭庁担当者や東⽇本⼤震災・熊本地震を経験した講
師による能登半島地震で被災したこどもをサポートする保育者
向け研修会の開催（⽯川県⾦沢市・⽳⽔町にて開催）

【各現場における取組（参考）】
乳幼児からの防災意識醸成に向けた⽀援（内閣府、⽂部科学省、こども家庭庁）

事例集イメージ

○「防災教育・周知啓発ワーキンググループ防災教育チーム提
⾔」（R3年5⽉)において、「幼稚園・保育園の教員や保育
⼠は、防災教育に対する意識が⾼いうえ、各園で⾏っている
防災教育の内容が適切なものとなっているかを不安に思うこと
もあることから、幼稚園・保育園の教員や保育⼠を⽀援して
いくことが必要である」としている。

○内閣府において、関係機関と連携し、乳幼児への防災教育
を推進するため、事例調査や専⾨家ヒアリング等を実施し、
事例集を作成。

炊出し訓練 災害⽤トイレ使⽤訓練

【事例集の作成】

ねらい

活動者の声

取組内容

取組のきっかけ・背景



地域防災教育コーディネーターの育成

その他、宮城県、埼⽟県、⾼知県など合計８地域の事例や、全国調査の結果概要等について掲載

ええ

第１部 地域防災教育コーディネーターとは︖第１部 地域防災教育コーディネーターとは︖

第２部 ８つの取組事例

①地域防災教育コーディネーターの育成を進めることになった背景
②防災教育の意義
③地域防災教育コーディネーターの必要性
④どのような⼈材が地域防災教育コーディネーターの役割を果たすか
⑤地域と学校が連携した防災教育の進め⽅

○「防災教育・周知啓発ワーキンググループ防災教育チーム提⾔」（R3年5⽉)で、地域と学校が連携して防災教育や避難訓練に取り
組むことにより、「⼦どもたちが地域の災害リスクや防災活動を学べること」、「時間的な制約を抱える学校や教員の負担の軽減」などに繋
がることが期待されることから、地域と学校の間に⼊り、継続的に両者の活動を⽀援する⼈材（地域防災教育コーディネーター）の育成
が重要である旨が⽰されたことを受け、事例調査や専⾨家ヒアリング等を実施し、地域防災教育コーディネーターの育成に向けた⼿引きを
作成（令和5年6⽉公表）。
○⼿引きにおいては、「地域防災教育コーディネーター」の役割や地域と学校が連携した防災教育の進め⽅について⽰した上で、先進的
な８地域の事例集等を掲載。

＜岩⼿県釜⽯市＞ ＜⾼知県⿊潮町＞ ＜⽯川県能登町＞

・８つの取組事例の掘り下げを⾏う中で得られたエッセンスについて、以下の５つの観点で概説。

・岩⼿県釜⽯市や⾼知県⿊潮町等の８つの事例について、それぞれの地域における「地域防災教育コーディネーター」に当たる
⽅々へのヒアリング結果等について、防災教育を始めるきっかけやその⽬的、実施内容、実施効果等について掲載。

地域防災マップの作成 ⾏政・地域・保護者とも
連携した下校時避難訓練

地域の⾼齢者の⼾別訪問や、
⽣徒が⾼齢者と⼀緒になった避
難訓練の実施

⿊潮町情報防災課による
講話の様⼦

PTA主催の段ボールでの
間仕切り練習の様⼦

地区の⽅々との
避難訓練の実施
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